
施設利用料金（ホ－ル・諸室）   （単位：円） 

区分 
午 前 午 後 夜 間 全 日 

延長／時間 冷暖房／時間 
9～12 13～17 18～21:30 9～21:30 

ホール 
平日 8,800 14,300 17,600 38,660 4,070  

9,460  土・日・休日 12,100 22,000 27,500 58,520 6,160 

ロビー 1,430 1,760 1,870 4,800 500 220 

第１楽屋（洋室） 1,100 1,320 1,760 3,970 410 220 

第２楽屋（和室） 1,100 1,320 1,760 3,970 410 220 

第３楽屋（和室） 1,100 1,320 1,760 3,970 410 220 

小会議室（１Ｆ） 1,650 1,870 2,090 5,320 560 220 

多目的研修室（２Ｆ） 1,980 2,530 2,970 7,100 740 220 

２―１会議室（２Ｆ） 1,100 1,320 1,760 3,970 410 220 

２―２会議室（２Ｆ） 1,100 1,320 1,760 3,970 410 220 

２―３会議室（２Ｆ） 1,430 1,760 1,870 4,800 500 220 

２―５会議室（２Ｆ） 1,100 1,320 1,760 3,970 410 220 

応接室（２Ｆ） 770 880 1,100 2,610 270 220 

※ 小会議室を連続 5 日以上、9 時から 17 時までに限って美術工芸品展示会用に使用する場合は、次の  

料金表を適用します。 
 

 

備 考 

１ 施設を使用する場合において、入場料又はこれに類するもの（以下「入場料等」という。）を徴収する場合は、使用

の許可を受けた施設の利用料金（延長時間に係る利用料金、冷暖房料金及び附属設備の利用料金を除く。以下「施

設利用料金」という）に次の額を加算します。 

 （1）入場料等の最高額が１,０００円以下・・・・・・・・・・・・本番の施設利用料金の 1 割 

 （2）入場料等の最高額が１,０００円を超え２,０００円まで・・・・本番の施設利用料金の３割 

 （3）入場料等の最高額が 2,０００円を超え 3,０００円まで・・・・本番の施設利用料金の 5 割 

 （4）入場料等の最高額が 3,０００円を超え 5,０００円まで・・・・本番の施設利用料金の１0 割 

 （5）入場料等の最高額が 5,０００円を超え６,０００円まで・・・・本番の施設利用料金の１5 割 

 （6）入場料等の最高額が６,０００円を超えるとき・・・・・・・・ 本番の施設利用料金の２０割 

２ 使用者がホ－ルをリハ－サルに使用する場合の施設利用料金は、施設利用料金の４割の額とし、準備等に使用する

場合の施設利用料金は、施設利用料金の３割の額とします。 

３ 入場料等を徴収しない場合において、ホールを主として使用するとき、会費を徴収するもの、会員制度により会員を招待す

るものその他これらに準ずるものは入場料等を徴収したものとみなし、本番の施設利用料金の１割の額を施設利用料金に加算

します。 

４ 営利を目的として設立した団体等がホ－ル以外の施設を使用する場合は、施設利用料金の２０割の額を施設利用料

金に加算します。 

５ 本市の住民又は団体以外の者が使用する場合は、施設利用料金の３割の額を施設利用料金に加算します。 

６ 本市の住民又は団体が冷暖房を使用する場合の冷暖房料金は、この表に定める冷暖房料金の６割の額とします。 

７ 延長時間は、指定管理者が特別な理由があると認める場合を除き、１時間以内とし、延長時間を算定する場合に１時 

間未満の端数があるときは、これを１時間に切り上げるものとします。 

８ 前各項において１０円未満の端数があるときは、各項毎に端数金額を切り捨てます。 

９ 使用時間には、練習、準備、原状回復その他の使用に必要な一切の時間を含むものとします。 

10 この表において平日は、土曜日、日曜日及び休日以外の日、休日とは国民の祝日に関する法律（昭和二十三年法律第 

百七十八号）第三条に規定する休日です。 
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種別 品名 単位 金額 種別 品名 単位 金額

固定スクリーン 枚 550 三点吊装置（マイク付） 式 1,100

移動式ビデオプロジェクター 台 1,650 ワイヤレス装置（マイク１波付） 式 1,650

移動式スクリーン 台 220 ワイヤレスマイクロホン 本 770

映写機持込 式 2,200 ピンワイヤレスマイクロホン 本 770

所作台 式 3,960 ステージスピーカー 組 990

平台 枚 110 はね返りスピーカー 組 440

松羽目 式 1,100 マルチケーブル 式 1,100

演台（花台、司会台付） 式 770 グラフィックイコライザー 台 220

司会者台 台 220 エフェクター 台 1,100

指揮者台（指揮者用譜面台付） 式 440 音響用電源 ＫＷ 220

譜面台 台 50 ボーダーライト 列 1,100

毛せん 枚 220 アッパーホリゾントライト 列 2,200

上敷 枚 220 ロアーホリゾントライト 列 2,530

長座布団 枚 220 フットライト 列 440

金屏風 双 1,210 シーリングスポットライト 台 220

金屏風（小） 双 440 フロントサイドライト 台 220

メクリ台 台 110 ストリップライト（８灯用） 台 220

国旗・市旗(パネル) 枚 110 ストリップライト（４灯用） 台 110

大太鼓 台 440 クセノンセンタースポットライト 台 1,100

音響反射板（天井ライト付） 式 5,280 カッタースポットライト 台 220

グランドピアノ(スタインウェイ) 台 6,380 スポットライト１ｋｗ（スタンド付） 台 220

グランドピアノ（ＣＦ） 台 2,640 スポットライト500ｗ（スタンド付） 台 160

スモークマシン 台 1,320 ハイスタンド 台 220

持込器具用電源 ＫＷ 220 スタンド 台 160

ホール拡声装置（有線マイク１本付） 式 3,190 平置ベース 台 110

ミキサー・音響機器持込（Ａ）歌生演奏 式 2,200 パーライト１ｋｗ 台 220

　　 　〃　　　　　　（Ｂ）劇、カラオケ 式 1,210 ミラーボール 台 550

サブミキサー 台 1,210 オーロラマシン 台 550

小型移動音響装置（マイク２本付） 台 550 エフェクトプロジェクター 式 1,320

カセットデッキ 台 660 持込器具 ＫＷ 220

ＣＤプレーヤー 台 660 アップライトピアノ 台 660

ＭＤプレーヤー 台 660 持込器具用電源 ＫＷ 220

コンデンサーマイクロホン 本 770

エレベーターマイクロホン 式 990

ダイナミックマイクロホン 本 660
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